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1 6月4日 特記仕様書 7 １―６

着工日に関する事項の工事現場の調査について、トンネル内の点検通
路のみを歩行する場合は、車線規制なしと考えてよろしいでしょうか。

手摺りの無い点検通路を歩行する場合は、車線規制が必要となります。
上り線の花立トンネル、薬師トンネル、正善寺トンネル、春日山トンネルについ
ては点検通路に手摺りが無いため、歩行する場合は車線規制が必要となりま
す。なお、調査に係る費用は共通仮設費に計上となります。

2 6月4日 特記仕様書 31 ３－２

交通規制工の昼夜連続規制施工対象TNに名立TNがありませんでした
が、金抜設計書の内訳書C-6頁、C-12頁に昼夜間連続規制とありまし
た。特記仕様書通りと考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書3-2（7）の表は連続トンネル規制区間の交通規制費について、
費用計上する代表トンネルを記載しております。名立トンネルについては連続
トンネル規制区間とはならないため記載しておりません。名立トンネルは特記
仕様書別添１の交通規制図のとおり、単独トンネルでの昼夜連続規制となりま
す。

3 6月4日 特記仕様書 41 ３－１６

トンネル照明設備機能停止対策工は設計図（名仮-001、花仮-001･
002、春仮-001･002･003）に記載の配管配線を敷設し、工事車線以
外の点灯機能を行うと考えてよろしいでしょうか。又保護管のFEPは転が
し配管と考えてよろしいでしょうか。

貴社の施工計画のとおりで結構です。


